
２０１１年１０月２９日(土)             北九州憲法ネットニュース№５０                      (1) 

 

 

 

 
代表世話人座長  荒牧 啓一 

４年７月、「９条の会・北九州憲法ネット」

は、井上ひさし、大江健三郎氏ら９名の

「日本国憲法は、いま、大きな試練にさらされて

います」「日本と世界の平和な未来のために、日

本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、『改

憲』のくわだてを阻むため、一人ひとりができる、

あらゆる努力を、今すぐ始めることを訴えま

す。」との呼びかけ(同年６月)に応じて、結成さ

れました。最初は、｢憲法をまもり、平和で豊か

な暮らしをもとめる北九州市民ネットワーク｣と言

う名称で発足しました。平和（憲法９条）と暮らし

（２５条）をまもり、私たちの生活に生かしていこ

うという強い思いがありました。 

して、その後「９条の会・北九州憲法ネッ

ト｣と名前は変わりましたが、今年第８回

総会を迎えることが出来ました。この、７年間で、

全国各地で７５００を超える９条の会が結成され

ています。ここ北九州市でも４６を超える９条の

会が結成されました。 

の間，市内の各９条の会は、さまざまな

創意工夫をしながら活動を続けてこられ

ました。発足以来、毎月世話人会と例会とを続

けて、いろんな方を講師にお呼びして憲法の勉

強会をする活動をされている会、毎月憲法（９

条）改悪反対の署名活動や街頭宣伝を行なって

いる会、など多数あります。 

「９条の会・北九州憲法ネット」でも、市内９条

の会の交流会を行なったり、｢憲法改悪反対北

九州共同センター｣とも連携し、５月３日には、新

聞に｢憲法９条まもれ｣の意見広告を出す活動な

どに取り組んできました。 

｢９条の会・北九州憲法ネット｣は、市内の９条

の会の交流の場の創出、憲法に関する講演会

の開催、情報の発信を続けてきました。その中

心が 「憲法ネットニュース」です。皆様のご支援

とご協力で今回５０号を迎えることが出来ました。

本当にありがとうございました。 

のような｢憲法ネット｣と全国の「９条の会」

の活動により、憲法を守り、擁護するとい

う世論が大きく広がってきました。読売新聞が、

１９８１年（平成３年）から行なっている憲法世論

調査では、憲法９条については改正反対が一貫

して多数でしたが、９３年からは「憲法改訂」賛

成が反対を上回ってきました。９条の会が結成

された２００４年には、「憲法改訂賛成」が６５．

０％と過去最高になりました。しかし、０８年の同

世論調査では、１５年ぶりに憲法改訂反対が賛

成を上回りました。 

これは、９条の会などの「憲法を守り、暮らし

に生かす」草の根の運動が大きく発展してきて

いることの証明です。 

一昨年、新自由主義的構造改革の強行、雇

用の破壊、格差の拡大、社会保障の切り捨てな

どへの国民の怒りから自公政権が崩壊し民主

党政権が誕生しました。しかし、これで、憲法改

０ 

そ 

こ 

こ 

北九州憲法ネットニュース  
 発行 ９条の会・北九州憲法ネット  ２０１１年１０月２９日 第５０号 

℡592-5000 fax 571-4346 
８０３－０８１７ 北九州市小倉北区田町１３番２１号田町ビル３F 
ＵＲＬ⇒http://kitaq-kenpou.net/ 

第９条 

戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認   
日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実

に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は

武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久
にこれを放棄する。 

 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力

は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 

荒牧啓一代表世話人 
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悪の動きが止まった訳ではありません。 

主党も含めた改憲勢力の小選挙区制度

と連結した「二つの手口」について確認・

注意したいと思います。 

ひとつは、事実上の改憲、解釈改憲・立法改

憲を今までの垣根を越えて強行する恐れがある

ということです。 

これまでの動きを確認すると、 

①防衛庁から防衛省への昇格、②自衛隊の

海外活動の付則から本務化、③自衛隊の装備・

訓練の海外侵略活動のための変更、④アメリカ

軍司令部・基地と自衛隊のそれとの結合（統合）、

⑤ソマリア沖への「海上警備活動』を口実として

の派兵、⑥海賊対処法の制定、⑦恒久派兵法

の準備、⑧民主党政権下での「新防衛大綱の

策定」などです。民主党の前原政調会長は、野

田政権発足後、早速米国で武器輸出三原則の

緩和を宣言しています。 

これらひとつひとつが憲法９条への暴挙です。

「懐憲」の動きです 

うひとつの手口は、明文改憲への始動で

す。安倍内閣は０７年５月国民投票法を

強行採決しました。しかし、国民の強い批判と参

議院選挙の大敗で両院での憲法審査会を立ち

上げることはできませんでした。しかし、自・公は

「虚構の多数議席」を頼り、憲法審査会の構成、

審査規定制度の作成に踏み切り、０９年６月１１

日に衆議院で審査規定制度を強行しました。民

主党は、当時反対したにもかかわらず、今年、

参議院でも審査規程を作り、１０月２０日には，

両院の憲法審査会の委員の任命を行いました。

これで、憲法「改正」原案の審議が出来る体制

が出来ました。 

た、３・１１の東日本大震災の被害者の救

援と原発事故への対応が立ち遅れ、被

災の実態から遊離した政治への批判が大きくな

っています。民主党はこの行き詰まりの打開とし

て、「自ら身を削る」として「衆議院比例定数８０

削減」の策動を強めています。民主党も自民党

も、民意を歪め、政治の劣化を助長する小選挙

区制に固執し、民意を反映する比例区の定数を

削減し、ますます国会を国民から遊離したもの

にしようとしています。憲法を守ろうという国民の

声が反映されない選挙制度の改悪は明文改憲

に道を開くものです。 

法ネットニュース５０号発行を迎え、もう

一度、９条の会の原点に戻り、『改憲』の

くわだてを阻むため、一人ひとりができる、あら

ゆる努力を、今すぐ始めましよう。 

 
 

 

代表世話人副座長  三輪 俊和 

 

1 2004 年から北九州憲法ネットも全国 9 条の会も始まった！ 

アメリカのグローバリゼーションと地球規模の戦争政策がエスカレートしたのは、2001 年からです。1 月に、ブ

ッシュ政権が、4 月に小泉政権が成立し、9.11 同時多発テロが引き起こされた年です。アメリカ（ブッシュ政

権）が日本（小泉政権）に押し付けた軍事的役割（地球規模の戦争に加担）は、忠実に受け入れ実施されまし

た。2001 年 10 月テロ対策特別措置法成立、11 月海上自衛隊インド洋派遣、2003 年6 月有事関連 3 法案（武

力攻撃事態対処法・改正安全保障会議設置法・改正自衛隊法）7 月イラク特別措置法成立、2004 年 2 月陸

上自衛隊イラク（サマワ）派遣、6 月有事関連 7 法案成立、2005 年 9 月郵政選挙で与党大勝(自民 296、公明

31)、10 月自民党憲法改正草案決定、2006 年 9 月安倍内閣スタ

－ト、12月改正教育基本法成立、2007年5月国民投票法成立等

です。このような小泉構造改革の急速な憲法改悪の暗雲の広が

りに、国民の危機意識は、広範な憲法運動をまきおこしました。

北九州憲法ネットも全国９条の会も結成されることになります。 

2004 年 4 月 4 日、「憲法をまもり、平和で豊かな暮らしをもとめる

北九州市民ネットワーク」結成準備会は、結成促進を目指してシ

民 

も 

ま 

憲 
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ンポジウムを開催しました。テーマは、「憲法が花ひらく、平和で豊かな北九州市を語ろう」です。 （写真） 

これを受けて、「憲法をまもり、平和で豊かな暮らしをもとめる北九州市民ネットワーク」が 7 月 31 日に結成さ

れました。 

********************************************************************* 

私たちは、平和を求めるすべての市民と手をむすび、九条をふくむ憲法を何とし

ても守りぬかなければならないと考えます。 

この国の主権者である私たちは、日本国憲法をまもるという一点で「改憲」のくわ

だてを阻むため、一人ひとりができる、あらゆる努力をいますぐ始めることを訴え

ます。 

2004 年 7 月 31 日 

代表世話人 

有光顕澄（浄土真宗西本願寺鎮西別院）   内田茂雄（弁護士） 

冨安兆子（女性・高齢者問題研究家）     中野洋一（九州国際大学教授） 

福島義人（キリスト者平和ネット）        三輪俊和（北九州市立大学教授） 

******************************************************************** 

6 月 10 日、全国 9 条の会も、9 人のアピ－ルとともに結成されました！ 

憲法九条に基づき、アジアをはじめとする諸国民との友好と協力関係を発展させ、アメリカとの軍事同盟だけを優先する外交を

転換し、世界の歴史の流れに、自主性を発揮して現実的にかかわっていくことが求められています。憲法九条をもつこの国だ

からこそ、相手国の立場を尊重した、平和的外交と、経済、文化、科学技術などの面からの協力ができるのです。 

 私たちは、平和を求める世界の市民と手をつなぐために、あらためて憲法九条を激動する世界に輝かせたいと考えます。そ

のためには、この国の主権者である国民一人ひとりが、九条を持つ日本国憲法を、自分のものとして選び直し、日々行使して

いくことが必要です。それは、国の未来の在り方に対する、主権者の責任です。日本と世界の平和な未来のために、日本国憲

法を守るという一点で手をつなぎ、「改憲」のくわだてを阻むため、一人ひとりができる、あらゆる努力を、いますぐ始めることを

訴えます。  

2004 年 6 月 10 日  

井上 ひさし（作家）   梅原 猛（哲学者）   大江 健三郎（作家） 

奥平 康弘（憲法研究者） 小田 実（作家）    加藤 周一（評論家） 

澤地 久枝（作家）    鶴見 俊輔（哲学者）  三木 睦子（国連婦人会） 

このように、私たちの北九州憲法ネットと全国９条の会は、相前後して結成され急速に広がっていきました。 

 

2 北九州憲法ネットニュ－スの昨日、今日、明日 

2004 年 10 月 8 日北九州憲法ネットニュ－ス第 1 号が発行されて、今回が 50 号記念ニュ－スとなりました。7

年間以上にわたり、私たちの憲法をまもる運動を広報し、ネットワ－クを広げてきた役割は、はかりしれませ

ん。１号～５０号のニュ－スを読み返しますと、私たちのこれまでの憲法をまもる活動とネットワ－クの広がり

のすべてが生き生きと伝わってきます。このニュ－スを発行し配布・広報し続けてこれたのは、３人の事務局

（須崎和幸・宗久友明・野瀬秀洋さん）の不断の努力と熱意によるものです。５０号記念に寄せられた皆さん

のメッセ－ジも感激して受け止めています。 

もちろん、明日の憲法ネットニュ－スは、より充実した改善方向を目指すべきだと思います。 

1 ニュ－スの発行を定期化し、発行回数を増やします。努力目標月２回。 
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2 各地域の憲法をまもる運動、活動、学習につき情報収集し、充実した内容のニュ－スを発行、配布し、広

範な市民にもホームペ－ジをつうじて読んでいただく。 

3 時宜にあった憲法問題を提起し、読み物、随筆としての価値も高めていく。 

4 ニュ－スとともに憲法日記 blog も、楽しい読み物をめざす。 

言うは易く行いは難しですが、できる範囲で改善方向を目指していきたいものです。 

 

3 憲法を学び続けた７年間 

９条の会・北九州憲法ネットの７年間は、多くの国民、市民が憲法を学び続けたという大輪の成果をもたらして

いると思います。以前の私は、憲法をそれほど意識せず、まともに読んだこともなく日常を過ごしていました。し

かし、この７年間でどれだけ多くの憲法講演・学習会に参加したことか。憲法に関わるどれだけ多くの著作・論

文を読んだことか。毎日、憲法のことをどれだけ懸命に考え続けてきたことかと思います。これは、私だけでなく、

憲法をまもろうと取り組んでおられるすべての人に共通していることですから、大変なことです。 

北九州憲法ネットもたくさんの憲法講演会を企画・実施してきました。 

２００５年には、憲法をまもる北九州市民講座（月１回 ５回シリ－ズ）で、多くの市民が受講され憲法をいろんな

角度から学びました。第１回２月１６日（憲法の理念）、第２回３月１９日（福岡県９条の会）、第３回４月２０日（侵

略戦争と憲法）、第４回５月１８日（若者と憲法）、第5回６月１５日（憲法と信教の自由）とも８０名～１００名で学

びました。また、７月１日は劇団「青年劇場」による「真珠の首飾り」昼夜公演にとりくみ１５５８名が憲法のできる

歴史を鑑賞しました。 

 

２００６年１月１５日「渡辺治憲法講演会」は、７５０名の聴衆に感動をもたら

す圧巻の講演会となりました。ホ－ムペ－ジで試聴できるようになっていま

す。渡辺治講演会は、２００８年８月２日北九州憲法ネット第５回総会にあわ

せ再度開催されました。 

２００６年は、渡辺治講演会の後、憲法をまもる北九州市民連続講座の再開

をもとめる声が高まりました。北九州民主法律事務所の弁護士講師団の協

力をえて、以下のような９回連続憲法講座を開催（講演とＤＶＤ）、平均８０名

の参加で学びを共有しました。 

 

２月２３日（木）①輝け、私たちの日本国憲法 平山博久弁護士 

３月２３日（木）② 国民投票法と憲法改正  安部千春弁護士 

５月３日（水） 憲法集会 ムーブ大ホール 

５月２５日（木）③ 憲法の基本原理と日本の歩み 小川威亜弁護士 

６月２２日（木）④９条をめぐる平和と戦争の岐路  配川寿好弁護士 

８月１２日（土） 憲法ネット第３回総会 記念講演品川正治氏 ムーブ大ホール 

「経済人から見た日本国憲法」 

記念講演（品川正治氏）には、３００名が参加 

ホ－ムペ－ジから試聴できます 

 

 

 

 

 

８月２４日（木） ⑤心の自由を！靖国、歴史教科書を考える 多加喜悦男弁護士  

９月２８日（木） ⑥憲法２５条はまもられているか 高木健康弁護士 

10月２６ 日（木）⑦目覚めよマスコミ、表現の自由と真実の報道を 溝口史子弁護士 
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11月24日（金）⑧憲法があり、人権があり、幸せがある 迫田学弁護士 

12月21日（木）⑨地方自治と私たちの未来  前田憲徳弁護士 

 

個人的なことですが、この年の９月から、私は北九州市長選挙の予定候補者になり、北九州憲法ネットの代表

委員座長を辞任、荒牧弁護士が座長を引き継いで下さり今日に至っています。 

２００７年、６月２日から上映会が始まった 映画「日本の青空」には、１４２１名が鑑賞しました。 

 

連続講座はなくなりましたが、総会では、憲法講演会を開催してきました。 

２００７年８月１８日（第４回総会）土山秀夫（元長崎大学学長）講演会（１６０名） 

２００８年８月２日（第５回総会：結成５周年記念）渡辺治講演会（４００名） 

２００９年９月１９日（第６回総会）森英樹（名古屋大学名誉教授）講演会 

 

大講演会は、各区９条の会でも取り組まれました。たとえば、 

２００５年１１月３日池田香代子講演会（若松９条の会） 

２００７年６月１７日高遠菜穂子講演会（八幡東９条の会） 

２００９年１１月３日澤地久枝講演会（若松９条の会） 

ちなみに、２０１１年１１月３日伊藤千尋講演会（若松９条の会） 

 

もちろん、北九州の各地域約40の９条の会の中には、それどれの特徴を生かした大小さまざまな憲法講演会・

学習会が継続されています。憲法ネットニュ－スを読み返しますと、日常的に私たちは、各地域で署名活動や

憲法にかかわる討論会、イベントで市民と対話することによって、憲法に関心を持ち、憲法を考える市民をどれ

だけ沢山増やし、広めてきたことでしょうか。憲法を学びとおしてきた７年間であったと思います。 

 

４ 東日本大震災と憲法 

東日本大震災・福島原発事故は、憲法をまもり、広めていくことの大切さを、私たちに痛感させています。憲

法が指し示す方向か政府・財界が強要する方向かの対決が鮮明です、 

 

 政府・財界本位の復興 憲法が花開く復興 

原発 原発再開・増設・輸出 脱原発 

財源 消費税アップ 大企業応分負担 

復興 上からの構造改革型復興 地域住民本位の福祉国家型復興 

被災された皆さんが人間復興を叫び、ゼロから立ち上がろうとし

ています。 

ボランティア活動をする若者を筆頭に、多くの若者が、自己責任

社会に反発し立ち上がっています。私たちも、先日（９月９日）、

「原発ゼロを目指す北九州市民集会」で１０００人規模のデモをし、

絆を深めました。核も原発もない平和な社会を実現しようとする

人々の連帯は、とめどもなく広がっています。 

新自由主義を世界に押し付けてきたアメリカで、1％の富裕層に

対して 99％の国民が「格差社会」を糾弾し立ち上がっています。

世界は明らかに、平和と民主的変革の方向に広がっています。９条が世界を照らす時代です。 

 

5 輝け憲法～21 世紀の世界を照らす～ 

私たちは、平和を求め（９条）、健康で文化的な生活を求め（２５条）、幸福を願って（１３条）日々の生活を送

っています。日本国憲法は、このような幸福を願って日々の生活をする普通の人々を前提にし、これを応

9９月９日 原発ゼロをめざす北九州市民集会
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援するためにつくられています。もちろん、憲法が指し示す平和で豊かな社会でみんなが幸せに暮らすた

めには、私たちには「不断の努力」（１２条）がもとめられています。私がもっと幸せになるために、私たち一

人一人がもっと輝いて幸せに生きるために、世界の人々の平和的生存権を勝ち取るために、憲法を基本

にすえた生き方をしていこうと思います。 

 
 
「 

 

弁護士 東 敦子(黒崎合同法律事務所 

 突然ですが，私は憲法２４条が好きです。って，

どんな条文だったかなあという人もいると思うの

で紹介しますと 

「婚姻は，両性の合意のみに基づいて成立し，

夫婦が同等の権利を有することを基本として，

相互の協力により，維持されなければならな

い」・・・です。そりゃ，そうだろう。当たり前だよと

思いつつも，弁護士として関わる夫婦の事件に

おいては，この当たり前のことが当たり前ではな

い夫婦ばかりです。 

 離婚する夫婦は増えていると思いますし，「最

近の人は我慢が足りないから・・」と思っている

人もいるかと思いますが，実際は若い世代の妻

も，悩みに悩んだ末に子どもを連れて実家に帰

るという人がほとんどです。子どものためにも，

何とか，夫婦としてやっていこうと努力し，我慢し，

工夫し，それでもダメでぷつんと切れてしまうと

いう人が多いです。 

 で，この場合には，夫の方は妻の気持ちなん

て全くわからないので，「理由もなく，突然出て

行った。」と怒りだし，それまで子どもの世話なん

て１秒もしなかったようなの人でも「別れるなん

て子どもがかわいそう。子どもに会いたい」とわ

ーわー主張し始めます。 

 そんなケースがどれほど多いことか・・・・。でも，

よっぽどわかりやすい形で暴力でもない限り，こ

んな妻の気持ちも，子どもと夫を会わせること自

体が恐怖という感覚も裁判所はわかってくれま

せん。私が経験してきた事例では，夫は，子ども

が生まれると，妻が夫を世話する時間が少なく

なって，子どもに手がかかりだし，それを不満に

思って嫌みや威圧感のある態度を取る人が多く

いました。妻が一生懸命子どもを寝かせ付けて

いても，なかなか，子どもが寝なかったときに

「早く，寝かせろ。」と怒鳴られて，子どもが夜中

に寝たとたんに性交渉を求められて，寝る時間

もないということもけっして少なくないのです。こ

んな生活が続けば，妻は気力も体力もなくなり

ます。 

 どんどん話がそれて，憲法２４条とのつながり

が・・・となってしまいましたが，実はとっても関連

性があると思います。そもそも，裁判所や会社，

そして社会全体が，全く２４条を無視した構造に

あって，婚姻中は家事や子育ての負担が思いっ

きり，妻にかかっています。家事労働は高く評価

されないといけない大変な労働です。年収にす

れば６００万円くらい働いたとの同じという算定も

出ています。それなのに，未だ一部の人たちに

は，して当たり前っていう風潮がある。私は平日

働いていますが，土日に家にいて家事・育児を

する方がよっぽどきついです。月曜日はクタクタ

です。 

 何も紛争が起こらなくても，男女はとても不平

等なのに，こと離婚ときたら，どうでしょう。妻は

子どもを抱えて離婚し，高収入が得られる仕事

にはなかなかつくことはできず，養育費も払われ

たり，払われなかったり。裁判所でよく利用され

る養育費の基準も低いし，ふんだり，けったりで

す。夫の方は仕事のキャリアもとぎれることなく，

収入も安定している人が多いです。社会の中で，

いったんキャリアがとぎれた女性が，再度，子育

東 敦子弁護士 
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てしながら社会に出て行くというのはものすごく

大変なことなのに。 

 もちろん，一方で，家事や育児も大好きなお父

さんもたくさんいますよ。誤解のないように説明

すると，私は夫側の離婚事件も受けていますし，

子どものことに関しては，すごく配慮している優

しいお父さんもたくさんいます。でも，残念ながら，

とっても少ないです。 

 男女の生活における役割が，こんなにいびつ

な形のままでは，社会として楽しくないですよ。２

４条をもう一回読み返して，２４条がめざしてい

る憲法の理想を，いろんな場面で考えていきた

いと思います。この条文が嫌いな勢力がいるこ

とも知っていますが，この条文が目指す社会の

実現は，男女問わず，誰にとっても楽しい社会

のはずなのに。不思議だなって思います。 

 
 
 
● 私は、座長の荒牧さんとの９され縁で、山口

にいながら、北９のネットニュースを読んで

います。ニュースが５０号を迎えたことは、不

断のどりょ９の成果です。荒牧さんが還暦を

迎えたのと同じ９らい喜ばし９感じています。

どうか、これからも、山口に刺激を９ださい。 

(内山真吾 山口市在住) 

● おめでとうございます。 (平山博久 黒崎合

同法律事務所) 

● 憲法こそが私たちの仕事の原点です。 (秋

月慎一 西日本法律事務所) 

● ５０号達成おめでとうございます。継続は力

なりですね。まさに憲法をまもる運動はコツ

コツと間断なくすすめることだと北九州の憲

法ネットワークが実践で教えてくれました。 

(田村貴昭) 

● 講演会の成功と運動の前進・発展を願い微

力を尽くしたいと思います。ご盛会を祈りま

す。 (勝野禎二)  

● 憲法ネットニュース５０号おめでとうございま

す。反貧困、反格差の運動が世界中で起き

ている今、憲法を生かす運動がますます重

要になっていると思います。これからも共に

頑張っていきたいと思います。 (日高琢二 

健和会労働組合) 

● 参加できなくて申し訳ありません。集会の成

功と原発問題の大きな前進めざし、希望あ

る社会の実現に共に闘いましよう。 (石田

康高 北九州市議会議員) 

● 憲法ネットニュース５０号おめでとうございま

す。国の方では、憲法改悪の危険な動きが

つづいていますが、草の根の地道な運動で

打ち破っていきましょう。 (井上真吾 北九

州市議会議員) 

● ５０号到達までの関係各位のご努力に心か

ら敬意を表します。野田内閣(いつまでもつ

かわかりませんが)のもとで、自公との合作

による悪政が加速しょうとしています。憲法

を守る戦線拡大のために、これからもともに

力をあわせましよう。 (荒川徹 北九州市議

会議員) 

● 憲法の精神を守るために地道に活動されて

いますことに敬意を表しますとともに連帯の

エールを送ります。子どもたちの明るい未来

の為に共にがんばりましょう。 (健和会大手

町病院事務長 洗川和也) 

● 小森陽一憲法講演会参加を１０月例会とし

て取り組んで皆さんに案内しています。ニュ

ースはいつも読ませて頂いて”情報源”にし

ています。大変だと思いますが１００号～１０

００号まで頑張ってください。 (木村玲子 こ

うじゃく九条の会) 

● 平和がいちばん！！(波田千賀子 北九州

市議会議員) 

● いまこの日本に希望を見出すのは、大変な

エネルギーと気力がいります。時宜を得たテ

ーマに深く心をゆすぶられます。レセプショ

ンは体力不足で参加できず残念です。いつ

もありがとうございます。(渡辺聿子 青い空

九条の会) 

● 憲法ネットニュース５０号達成おめでとうござ

います。平和をめざす運動の中で北九州憲

法ネットの活動は益々重要です。共に頑張

りましょう。(黒坂佳男 北九州新聞ＯＢ会) 

● 毎号、きちんと読んでいます。今後も共にが

んばりましよう。(小沢和秋) 



２０１１年１０月２９日(土)             北九州憲法ネットニュース№５０                      (8) 

● ネットニュース５０号おめでとうございます。

憲法を守り安心して暮らせる社会を子どもた

ちへのこしましよう。(新婦人若松支部) 

● ニュース作りは大変な仕事です。ありがとう

ございます。もう少し多くの人がたずさわる

ことができるといいですね。(河村智重子 新

婦人八幡東支部) 

● 震災後、「日本はひとつ」「日本は強い国」な

どの掛け声の下で、新自由主義が生み出し

た矛盾が見えづらくなり、野田内閣の施策

に見られるごとく、新自由主義的な動きが一

気に強まった感を覚えます。これに抗して、

憲法を暮らしの中に生かしきり、一人ひとり

の命と日々の暮らしが大切にされる社会の

実現を必ず---。そう、肝に銘じる、日々の

活動です。(野依謙介 北九州市議会議員) 

● 北九州憲法ネットニュース５０号達成おめで

とうございます。皆さんのねばり強い運動が

今後、脱原発のさらに広い国民を結集する

運動に発展されることを期待します。(柳井

誠 北九州市議会議員) 

● いくさなき世の中めざし力尽くす障壁あまた

襲ひ来れども(玉井史太郎 わかまつ九条

の会) 

● 憲法ネットニュース５０号おめでとうございま

す。私共の「会報」の１面「平和と戦争」のシ

リーズに、「平和を脅かすのは常に国家であ

り、また、それに雷同する無関心な国民であ

る」とあります。憲法改正(改悪)の勢力に負

けないように、共に平和憲法、九条を守りま

しよう。(並波真 新聞ＯＢ会北九州) 

● 憲法審査会や改憲論者の動きがあわただし

くなっています。憲法改悪を絶対に許さない

たたかいのうねりを大きく！共にがんばりま

しょう。(建交労北九州支部) 

 
 

 
● カンパ８月 村上憲子 ９月 中川紘子 三崎英二 松涛秀道 古賀三千人 江島康弘 渡辺末子 佐藤幹雄 玉井史太

郎 松井岩美 松井玲子 高智彦 安藤昭雄 東繁利 小池正信 小池節子 古野和彦 桑田勲二 戸上省二 戸上栄子 

竹中労 高瀬菜穂子 織田博吉 １０月 三輪俊和 三輪幸子 小泉孝 丹下徹 野瀬秀洋 尾鶴真 鐘築潔 高崎千代

子 メッセージ 毎日ごくろうさまです。郵送代です。 9/16 Ｙ．Ｋ ●カンパとして 9/20 Ｍ．Ｅ ●カンパとして送金しま

す 9/20 Ｋ．Ｍ ●憲法を変えて戦争をたくらんでいる者へ憤り反戦ビラ配る 9/21 Ｔ．Ｆ ●ご苦労様です 9/26 Ａ．Ｓ 

●少ないですが定期的にカンパします！ 10/14 Ｏ．Ｍ 

 

 

カンパ有難うございます。そして、お願い。 
「9 条の会・北九州憲法ネット」は会費をとらず、皆さんからのカンパのみで運営しています。毎月一

回｢北九州憲法ニュース｣を発行し、また時々の憲法講演会の案内チラシを作成していますが、ニュ

ース、チラシ等の印刷費や郵送料の捻出に四苦八苦しています。皆様からのカンパを是非お願い致

します。カンパにご協力いただける方は下記の郵便振替口座までお願い致します。 振替番号：

01700-8-115768  名 義：「九条の会・北九州憲法ネット」 

☆☆☆ 「九条の会」メルマガ詳細版   2011 年 10 月 25 日 第 128 号 ☆☆☆ 

編集後記～憲法審査会始動 
１０月２１日、とうとう憲法審査会が始動させられました。両院とも民自公で圧倒的な多数の幹事と委

員の構成です。もし、これらが合意すれば、いつでも改憲原案が審議され、採択されます。気を引き

締めて、「九条の会」の活動を強化したいものです。おりしも全国交流集会。お互いの活動の飛躍の

契機としなくてはならないと思います。（Ｔ） 

 


